
質疑事項

特別管理産業廃棄物処分費、および運搬費を別紙Ｂをご参照ください。廃
プラスチック処分先は大阪湾広域臨海環境整備センターです。運搬距離は
13.2ｋｍ、1ｔ積車、地区割増料なしです。

明細書（第8号）機械設備工
　直接材料費、補助材料費、一般労務費、機械経費、
　機械経費（積上）、仮設費の代価表等、若しくは見積工種でし
たら
　見積価格を御教示願います。

明細書（8号）、代価表（第15号）
　特別管理産業廃棄物処分費、特別管理産業廃棄物運搬費
　廃プラスチック運搬費の運搬先、運搬距離、運搬方法等の
　詳細をご教示願います。
　廃プラスチック処分費の処分先をご教示願います。
　又は、見積工種でしたら見積価格を御教示願います。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第４９号 件　　　　名 令和元年度猪名川流域下水道原田処理場１・２系№8消化タンク撤去工事

回　　　　答No

明細書（第9号）電気設備工
　一般労務費、機械経費、仮設費の代価表等、若しくは
　見積工種でしたら見積価格を御教示願います。
代価表（第17号）
　その他の産業廃棄物の品名、処分先及び、その他の産業廃
棄物
　運搬費の運搬距離、運搬方法等の詳細をご教示願います。
　　又は、見積工種でしたら　見積価格を御教示願います。

別紙１
　アスベスト除去工事（石綿処理工事）の設計単価が記載されて
　いますが、この設計価格にはアスベスト除去に伴って発生する
　廃棄物の処理費用は含まれているのかご教示願います。
　　（明細書（8号）、代価表（第15号）廃棄物の運搬処分がそれに
　　当たるのでしょうか）

一般労務費・機械経費・仮設費については特記仕様書（機械・電気）をもと
に下水道設計標準歩掛表第２巻（ポンプ場・処理場）[令和元年度]により積
算してください。
なお特記仕様書第３章撤去工事（電気）については追記・修正しましたの
で、差し替え後の特記仕様書（機械・電気）をご参照ください。
代価表17号のその他の産業廃棄物については大阪湾広域臨海環境整備
センターの品目となります。運搬距離は13.2ｋｍ、1ｔ積車、地区割増料なし
です。
明細書９号および代価表１７号に見積工種はありません。

アスベスト除去工事の単価には除去に伴って発生する廃棄物の処理費用
は含まれておりません。質疑の通り、代価表１５号がアスベスト除去工事の
廃棄物処理費用です。

直接材料費については特記仕様書（機械・電気）により積算してください。
補助材料費・一般労務費・機械経費・仮設費については特記仕様書（機
械・電気）をもとに下水道設計標準歩掛表第２巻（ポンプ場・処理場）[令和
元年度]により積算してください。
機械経費（積上）の代価表は別紙Ａをご参照ください。
なお特記仕様書（機械・電気）第２章§5.撤去配管一覧　1.撤去配管仕様及
び施工範囲を追記・修正しましたので、差し替え後の特記仕様書（機械・電
気）をご参照ください。
見積工種は別紙Ｂをご参照ください。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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